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2月 2日（月）～3月 2日（月）まで
持参の場合は、午前8時 30分～午後5時まで受け付けます。（土、日曜日、祝日を除く）

団体などからの推薦または自ら応募
規定の様式に必要事項をご記入の上、多古町農業委員会事務局まで、郵送または持参にてご提出く
ださい。

　農業委員および農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、新たに選出される農業委員と、農地利
用最適化推進委員の候補者を次のとおり募集します。

◦破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない人

◦�禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人

※�募集状況の公表につきましては、推薦・応募された方および推薦者の個人情報の一部をインターネットにて公表す

ることとなりますのでご了承ください。

農業委員と農地利用最適化推進委員の候補者を募集します

農業委員

農地利用最適化推進委員

　農業に関する識見を有し、農地などの利用最適化の推進、その他の農業委員会の所掌に関する事項について、
その職務を適切に行うことができる人
■任　　期　3年間 (令和 8年 7月 20日～令和11年 7月 19日 )
■定　　数　12人
■報　　酬　月額報酬（参考：令和7年度 月額 47,200円）
　　　　　　※報酬額は変更となる場合があります。
■主な業務　○農業委員会総会における農地の権利移動・転用などの審議
　　　　　　○農地の違反転用・遊休農地への対策 など
■選任の方法　町議会の同意を得て町長が任命します。

　農地などの利用最適化の推進に熱意と識見を有する人
■任　　期　おおむね3年間（令和8年7月下旬～令和11年7月19日）
■定　　数　11人
■報　　酬　月額報酬（参考：令和7年度 月額47,200円）
　　　　　　※報酬額は変更となる場合があります。
■主な業務　○農地の違反転用・遊休農地への対策
　　　　　　○担い手への農地利用の集積・集約化の推進 など
■選出の方法　農業委員会で選出します。

担当地域 区域内の大字 定数

多古

多古、島、水戸、千田

4人
船越、牛尾
林、五反田、染井、喜多、喜多井野
飯笹、間倉、一鍬田

常磐
南玉造、川島

2人
東松崎、坂、方田

担当地域 区域内の大字 定数

久賀

本三倉、谷三倉、次浦、西古内、御所台、
寺作、井戸山

3人
高津原、大門、大高、桧木、出沼
十余三

中
南中、南借当、東輝、南並木、中村新田

2人
北中、南和田

お問合せ●農業委員会事務局　☎76-5403

要　　件

募集期間

申込方法

●農地利用最適化推進委員区割

委員になれない人

多古町で農業しよう！ ～農業を未来につなぐために～
　多古町農業連絡協議会では、就農者の発掘を目的として、9月 15日（月・祝）に都内で開催された就農相
談会「新・農業人フェア2025」に出展しました。28組 36人が多古町の就農支援ブースを訪れ、農業に関
心を寄せていました。
　ブースでは、多古町の農業を考える会の農業者と町職員が参加者の相談に応じました。多古町を農業の拠
点とする場合の可能性や課題、支援制度について、農業者の実体験を交えたアドバイスや、町職員からは就
農支援や補助事業などの制度に関する説明を行い、参加者と意見交換を行いました。
　11月 8日（土）には新・農業人フェア参加者をはじめ、多古町の農業に興味を持っていただいた方々を対
象に、「多古町農業体験ツアー」を開催しました。11人の方が参加し、やまと芋とネギの収穫を実際に体験
した後、旬の多古町産農産物を使ったバーベキューを行いました。多古町の農業を考える会の農業者も参加
し、多古町産農産物のおいしさを実感するとともに、農業の魅力や就農する上での質問など、和やかな雰囲
気の中でも農業の話題が飛び交い、未来について語り合う前向きで有意義な交流の場となりました。参加者
からは、「就農されている方の話を聞けて参考になった」、「他の野菜の収穫も体験して、農業への知見を深
めたい」という意見がありました。
　今後も、多古町の農業の魅力や可能性を発信し、農業に関心のある人材の発掘
に取り組み、食を支える農業の担い手確保に向けた施策を実施していきます。

お問合せ●多古町農業連絡協議会事務局（産業経済課農業振興係）　☎76-5404

お問合せ●千葉県香取農業事務所企画振興課
　　　　　☎0478-52-9192

サツマイモ基
もと
腐
ぐされ
病
びょう
に注意！ 「たこらぼ」EV充電器を

撤去します
　サツマイモ基腐病が発生すると、産地に著しい
被害をもたらす恐れがあります。一度感染すると
防除が難しい病気のため、早期発見が重要です。
　貯蔵中のイモに、「なり首」からの腐りなど気に
なる症状がある場合は、県ホームページをご確認
の上、最寄りの農業事務所までご連絡ください。
※�千葉県では令和 4年以降発生は確認されてい
ません。

　多古町魅力発信交流館（たこらぼ）に設置されて
いる電気自動車用急速充電器を、老朽化に伴い撤
去することになりました。撤去は、3月上旬を予
定しています。
　今後、町内で急速充電器を利用される方は「道
の駅多古あじさい館」の急速充電器をご利用くだ
さい。

千葉県　基腐病 検索
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